
令和７年７月　大刀洗町教育委員会定例会　会議録【抜粋】

１　日　 時
２　場　 所

出席委員 　安丸、秋吉、菰田、早野、柴田
欠席委員 　なし
事 務 局 　早川こども課長、西村生涯学習課長、栁瀬
他出席者 　なし

安　丸 開会あいさつ

（時候のあいさつなど）

（教育委員：安丸、秋吉、菰田、早野、柴田）

出席委員は、５名で、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律第13条の
規定」により、定足数（過半数）に達していますので、
令和7年7月　大刀洗町教育委員会定例会を開会いたします。

安　丸 只今から、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

安　丸 日程第１ 会議録署名委員の指名について　を議題とします。

会議規則第15条第2項の規定によって、会議録署名は教育長と会議で定めた
委員が署名することになっております。

安　丸 今定例会は、「秋吉委員」に、お願いしたいと思います。

御異議ありませんか。

委員 （異議なし）

安　丸 異議なしと認めます。

今定例会は　秋吉委員にお願いします。

安　丸 日程第２ 会期について　を議題とします。

お諮りします。

本定例会は、本日１日としたいと思います。

御異議ありませんか。

委員 （異議なし）

安　丸 異議なしと認めます。

今定例会の会期は本日１日に決定しました。

安　丸 日程第３ 教育長報告について　を議題とします。

教育長から報告して下さい。

教育長 （説　明）

安　丸 教育長から報告がありましたが、委員さん方から質疑等ございませんか。

菰田 熱中症事故防止の具体的な内容を教えてほしい。

教育長 暑さ指数（WBGT）を基に、校内外での活動の判断や活動の工夫をしている。
文科省等からも通知も出されており、全職員で共通理解を図りながら取り組
んでいる。

早野 登下校中の熱中症防止対策として、日傘使用はできないのか。

教育長 暑さ対策の一つとして日傘使用も呼びかけている学校もある。再度、教育委
員会より学校へ暑さ対策の話をしていきたい。

安　丸 これで教育長報告を終わります。

　令和７年７月１５日（火）　9時30分～
大刀洗町中央公民館　第3研

３　出席者
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安　丸 日程第４ 議案第13号　大刀洗町教育委員会職員（正規職員）人事の承認を求めるこ
とについて　を議題とします。

事務局より説明してください。
こども課長 （内容説明）

安　丸 事務局から、内容の説明がありました。

これについて、質疑等ございませんか。

委員 （特になし）

安　丸 議案第13号　について、提案のとおり承認していいですか。

委員 （異議なし）

安　丸 異議なしと認めます。

議案第13号　について、提案のとおり決定しました。

安　丸 日程第５ 議案第14号　大刀洗町教育委員会職員（補助的パートタイム会計年度任用
職員）の辞令の発令について を議題といたします。

事務局より説明してください。
こども課長 （内容説明）

安　丸 事務局から、内容の説明がありました。

これについて、質疑等ございませんか。

秋吉 補助的会計年度任用職員の期間が7月から2月末なのはなぜか。

こども課長 県事業「体育振興費補助金」にあわせた期間である。任用期間外の指導があ
る場合は、学校ボランティアで謝金を支払っている。

秋吉 今後、部活動指導員を増やしていく予定はあるか。

こども課長 県事業では、補助金額の上限もある。増やしていく場合は、町負担金も必要
となっていくと考えている。

教育長 現在、町内の部活動外部指導者の調査を進めているところである。

安　丸 議案第14号　について、提案のとおり承認していいですか。

委員 （異議なし）

安　丸 異議なしと認めます。

議案第14号　について、提案のとおり決定しました。

安　丸 日程第６ こども課からの連絡事項について

事務局から説明してください。
こども課長 （内容説明）

安　丸 事務局から説明がありましたが、何か質問ございませんか。

委員 （特になし）

安　丸 日程第７ 生涯学習課からの連絡事項について

事務局から説明してください。
生涯学習課長 （内容説明）

安　丸 事務局から説明がありましたが、何か質問ございませんか。

委員 （特になし）
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安　丸 日程第８ 「本定例会で予定された議案等は終了」　しましたが、

その他、皆さん方から何かありませんか。

こども課長 第15回九州地区市町村教育委員会研修大会日程についての説明

委員 （特になし）

安　丸 日程第９ 「次回定例会の日程を調整」したいと思いますが、

定例会は、「大刀洗町教育委員会会議規則第2条第2項の規定」によって、
「毎月12日に召集する。ただし、その招集日が休日の場合は、その翌日とす
る。」となっていますが、「同規則第2条第3項の規定」によって「教育長は
期日を変更することができる。」となっています。

まず、9月定例会の日時を決めたいと思います。9月定例会は6月定例会で、9
月12日（金）9時30分からで決定していましたが、よろしいでしょうか。

委員 ９月１２日（金）でよい。

安　丸 それでは、9月定例会は、9月12日（金）9時30分から「中央公民館2階大ホー
ル」で開催します。安　丸 次に、10月定例会の日時を決めたいと思います。

事務局から提案してください。

事務局 10月10日(金)、15日(水)、16日(木)の午前9時30分からでいかがでしょう
か。　
※昨年10月11日

委員 １０月１６日（木）がよい。

安　丸 それでは、10月定例会は、10月16日（木）９時30分から「中央公民館」で開
催します。

安　丸 閉会あいさつ

これで「本日の日程はすべて終了」しました。

会議を閉じます。

令和7年7月　大刀洗町教育委員会定例会を閉会します。

お疲れ様でした。

＜閉会　　　　１０時　５分＞
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